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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行車体（１）に穀稈供給口（２）を前側にして脱穀装置（３）を搭載し、該走行車体
（１）に設けた支持台（１４）に刈取主フレーム（１５）を上下回動自在に枢着し、該刈
取主フレーム（１５）に分草杆（１７）と穀稈引起し装置（４）と刈取装置（５）と穀稈
搬送装置（６）とを設けた刈取前処理装置（１３）を支持させ、刈取機枠（１６）から上
方に設けた引起し支持フレーム（２０）の上部に伝動ケース（２１）を取り付けると共に
該伝動ケース（２１）から下向きに設けた伝動支持パイプ（２２）に前記穀稈引起し装置
（４）の上部を伝動可能に支持させて設け、前記引起し支持フレーム（２０）の上部と伝
動ケース（２１）との間に変速装置（２３）を設けて引起しラグ（１９）の引起し速度を
変更可能に構成し、刈取前処理装置（１３）の側部を覆う刈取サイドカバー（７）の前縁
部を前記穀稈引起し装置（４）の前側に沿わせると共に該刈取サイドカバー（７）の後縁
部を前記引起し支持フレーム（２０）の後方位置まで延長し、該刈取サイドカバー（７）
の上縁部を前記変速装置（２３）の側部を覆うように設け、前後連結フレーム（２５）の
前端部を前記伝動ケース（２１）に連結して後方へ延長すると共に該前後連結フレーム（
２５）の後端部を前記刈取主フレーム（１５）の基部に連結し、左支持杆（２６）の前部
を前記引起し支持フレーム（２０）の中間部に連結して後方上方へ延長すると共に該左支
持杆（２６）の後部に前記穀稈搬送装置（６）における供給装置（６ｅ）の挟持杆（２７
）を取り付け、横連結杆（２８）の右端部を前記前後連結フレーム（２５）に連結すると
共に該横連結杆（２８）の左端部を前記左支持杆（２６）に連結し、前記穀稈搬送装置（
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６）の上方に配置する防塵カバー（８）を前部防塵カバー（８ａ）と後部防塵カバー（８
ｂ）とに分割して構成し、前部防塵カバー（８ａ）に隆起部（４０）を形成して該隆起部
（４０）の前面に前照灯（４１）を設けると共に、該隆起部（4０）を前部防塵カバー（
８ａ）における操縦席（４６）とは反対の側に寄せて設けて操縦席（４６）の側に隆起部
（４０）の無い透明素材の面（４５）を形成し、該前部防塵カバー（８ａ）の前縁部分を
前記変速装置（２３）及び前後連結フレーム（２５）を覆うように左右方向に延長して設
けると共に該前部防塵カバー（８ａ）の後部を前記横連結杆（２８）に連結し、前記変速
装置（２３）の作動レバー（４９）に枢着した操作ロッド（５０）を、伝動ケース（２１
）の上側の引起しカバー（２４）の上方に沿わせ前部防塵カバー（８ａ）の内部を通して
前後連結フレーム（２５）に設けた支持具（５１）に支持させ、該操作ロッド（５０）の
支持具（５１）による支持位置よりも外側の部分を上方に折り曲げて握り部（５２）を取
り付けたことを特徴とするコンバイン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、コンバインに関し、農業機械の技術分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
  従来からコンバインは、穀稈を前部の刈取装置から車体上の脱穀装置に搬送して供給す
る穀稈搬送装置が設けられ、更に、穀稈の搬送にともなって発生する藁屑や塵埃を外部に
飛散させないために、穀稈の搬送通路を上側から防塵カバ－で覆って構成している。そし
て、この防塵カバ－は、作業中に穀稈が搬送装置に巻き付いたときや作業後のメンテナン
スを容易に行うために、開放できる構成にしている。（例えば、特許文献１参照。）
【特許文献１】実開昭５５－１５５４３９号公報（実用新案登録請求の範囲の項、第４図
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
  従来のコンバインは、上述のとおり穀稈搬送装置を上方から覆う防塵カバ－が設けられ
、この防塵カバ－をメンテナンスを容易に行うために、開放して穀稈搬送装置や脱穀装置
の穀稈供給口付近を簡単に露出できる構成としている。この場合、防塵カバ－は、通常、
２分割して前部カバ－を前側の穀稈引起し装置に固定し、後部カバ－を開放できる構成と
している。
【０００４】
  このように構成すると、コンバインは、穀稈搬送装置や脱穀装置の穀稈供給口部分が開
放されて絡みついた穀稈の取り除き作業やメンテナンス作業には好都合であるが、前方視
界を遮り安全性に欠ける課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
  本発明は、上述した課題を解決するために次の如き技術手段を講ずるものである。
  すなわち、走行車体（１）に穀稈供給口（２）を前側にして脱穀装置（３）を搭載し、
該走行車体（１）に設けた支持台（１４）に刈取主フレーム（１５）を上下回動自在に枢
着し、該刈取主フレーム（１５）に分草杆（１７）と穀稈引起し装置（４）と刈取装置（
５）と穀稈搬送装置（６）とを設けた刈取前処理装置（１３）を支持させ、刈取機枠（１
６）から上方に設けた引起し支持フレーム（２０）の上部に伝動ケース（２１）を取り付
けると共に該伝動ケース（２１）から下向きに設けた伝動支持パイプ（２２）に前記穀稈
引起し装置（４）の上部を伝動可能に支持させて設け、前記引起し支持フレーム（２０）
の上部と伝動ケース（２１）との間に変速装置（２３）を設けて引起しラグ（１９）の引
起し速度を変更可能に構成し、刈取前処理装置（１３）の側部を覆う刈取サイドカバー（
７）の前縁部を前記穀稈引起し装置（４）の前側に沿わせると共に該刈取サイドカバー（
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７）の後縁部を前記引起し支持フレーム（２０）の後方位置まで延長し、該刈取サイドカ
バー（７）の上縁部を前記変速装置（２３）の側部を覆うように設け、前後連結フレーム
（２５）の前端部を前記伝動ケース（２１）に連結して後方へ延長すると共に該前後連結
フレーム（２５）の後端部を前記刈取主フレーム（１５）の基部に連結し、左支持杆（２
６）の前部を前記引起し支持フレーム（２０）の中間部に連結して後方上方へ延長すると
共に該左支持杆（２６）の後部に前記穀稈搬送装置（６）における供給装置（６ｅ）の挟
持杆（２７）を取り付け、横連結杆（２８）の右端部を前記前後連結フレーム（２５）に
連結すると共に該横連結杆（２８）の左端部を前記左支持杆（２６）に連結し、前記穀稈
搬送装置（６）の上方に配置する防塵カバー（８）を前部防塵カバー（８ａ）と後部防塵
カバー（８ｂ）とに分割して構成し、前部防塵カバー（８ａ）に隆起部（４０）を形成し
て該隆起部（４０）の前面に前照灯（４１）を設けると共に、該隆起部（4０）を前部防
塵カバー（８ａ）における操縦席（４６）とは反対の側に寄せて設けて操縦席（４６）の
側に隆起部（４０）の無い透明素材の面（４５）を形成し、該前部防塵カバー（８ａ）の
前縁部分を前記変速装置（２３）及び前後連結フレーム（２５）を覆うように左右方向に
延長して設けると共に該前部防塵カバー（８ａ）の後部を前記横連結杆（２８）に連結し
、前記変速装置（２３）の作動レバー（４９）に枢着した操作ロッド（５０）を、伝動ケ
ース（２１）の上側の引起しカバー（２４）の上方に沿わせ前部防塵カバー（８ａ）の内
部を通して前後連結フレーム（２５）に設けた支持具（５１）に支持させ、該操作ロッド
（５０）の支持具（５１）による支持位置よりも外側の部分を上方に折り曲げて握り部（
５２）を取り付けたことを特徴とするコンバインとした。
【発明の効果】
【０００６】
  本発明によると、前部防塵カバ－８ａによって刈取脱穀作業中に穀稈の搬送通路や穀稈
供給口２から噴出する塵埃が外部へ飛散するのを少なくすることができる。
  更に、前部防塵カバ－８ａの隆起部４０の前部に設けた前照灯４１によって前方を照ら
すことができるものでありながら、この前部防塵カバ－８ａの隆起部４０は操縦席４６と
は反対の側に片寄せられ、操縦席４６の側に隆起部４０の無い面４５が形成されているの
で、操縦席４６からの前方視界を確保しながら作業することができる。
　また、隆起部４０の無い面４５は、透明素材を使用しているため、これを透視して穀稈
の搬送状態や前方低部を確認することができる。
　また、操縦席４６から手を伸ばして比較的簡単に握り部５２を操作し、操作ロッド５０
、作動レバー４９を介して穀稈引起し装置４の変速装置２３を穀稈の倒伏度合いに応じて
変速操作して効果的な作業を行うことができる。また、操作ロッド５０を引起しカバー２
４の上方に沿わせ、前部防塵カバー８ａの内部を通して前後連結フレーム２５に設けた支
持具５１に支持させることにより、この操作ロッド５０によって下方を通過する穀稈に支
障を与えることなく、藁屑等がひっかかることも少なくなる。
　また、前部防塵カバー８ａの前縁部分を変速装置２３及び前後連結フレーム２５を覆う
ように左右方向に延長して設けることにより、美観を向上するものでありながら、この位
置に配線されるハーネスを被覆して雨水等から保護することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
  以下、図面に基づいて、本発明の実施例を具体的に説明する。
  まず、その構成について述べる。
  走行車体１は、ゴムを素材として成型したクロ－ラ１１を設け、乾田はもちろんのこと
、湿田においても沈下しないで走行できる構成としている。そして、脱穀装置３は、フィ
－ドチエン１２を有し、上側に扱胴を軸架した扱室を配置し下側に選別室を設け、前記扱
室に連続する穀稈供給口２を前側にして走行車体１上に搭載している。
【０００８】
  そして、刈取前処理装置１３は、走行車体１の前部に設けた支持台１４に回動自由に枢
着して、前部下方へ延長した刈取主フレ－ム１５を主構成部材にした刈取機枠１６に、前
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部から分草杆１７と、穀稈引起し装置４と、刈取装置５と、穀稈搬送装置６とを設け、油
圧装置からなる刈取昇降シリンダ－１８によって上下昇降自由に支架して構成している。
【０００９】
  そして、穀稈引起し装置４は、引起しラグ１９を側方に向けて突出させながら上方に回
動するように始端部を下方に、終端部を上方に位置させて傾斜させ、穀稈条列に沿わせて
複数器を配置して構成している。この場合、複数器の穀稈引起し装置４は、その上部を刈
取機枠１６から上方に延長した引起し支持フレ－ム２０の上部にある伝動ケ－ス２１から
垂下した伝動支持パイプ２２に伝動可能に連結・支持させて設け、その下部も、刈取機枠
１６に連結して構成している。なお、変速装置２３は、図７及び図１２に示すように、引
起し支持フレ－ム２０の上部と伝動ケ－ス２１との間に設け、引起しラグ１９の引起し速
度を変速する構成としている。
【００１０】
  つぎに、穀稈搬送装置６は、図６に示すように、上記した穀稈引起し装置４の背後で低
位置に設けている刈取装置５の上方近傍位置から脱穀装置３のフィ－ドチエン１２の始端
部の間に設けられているが、始端部側には掻込装置６ａが、その後方には株元搬送チエン
６ｂと穂先搬送ラグ６ｃとが、その後方位置には扱ぎ深さ調節チエン６ｄと供給装置６ｅ
の順に設けられ、穀稈を順次受け継ぎながら搬送してフィ－ドチエン１２に渡して脱穀装
置３に供給する構成としている。
【００１１】
  そして、刈取サイドカバ－７は、図６の仮想線で示すように、上記した刈取前処理装置
１３の側部を覆うカバ－であって、安全機能と防塵機能と美観を向上するために設けてい
るが、前縁を機体の側部に位置する穀稈引起し装置４の前側（側面視）に沿わせ、底縁を
下側の刈取機枠１６の下縁に沿わせ、後縁を引起し支持フレ－ム２０の後方位置まで延長
し、上縁を前記変速装置２３の側部上方を側面から覆う範囲に設けて構成している。
【００１２】
  つぎに、防塵カバ－８は、前記穀稈引起し装置４の上方位置から脱穀装置３の穀稈供給
口２に至る間において、上側から前述の穀稈搬送装置６を覆うために、前部カバ－８ａと
後部カバ－８ｂとの２つに分割して構成している。
【００１３】
  そこで、防塵カバ－８を支持する関連部材を、予め説明すると、まず、前後連結フレ－
ム２５は、前端部を伝動ケ－ス２１（穀稈引起し装置４の上方位置）に連結固着して、図
２及び図６に示すように、後方に延長して後端部を前記刈取主フレ－ム１５の基部に連結
して刈取機枠１６を強固に補強する構成としている。そして、左支持杆２６は、前部を前
記引起し支持フレ－ム２０の中間部に連結して後方上方に延長して後部に前記供給装置６
ｅの挾持杆２７を取り付けて構成している。そして、横連結杆２８は、穀稈搬送装置６の
中間部上方において∩型にして、右端部を前記前後連結フレ－ム２５に固着連結し、左端
部を上記左支持杆２６の中端部に固着連結して全体として刈取機枠１６を補強する構成と
している。なお、本明細書における左右は、走行車体１の前進方向に向かって見た状態を
基準とする。
【００１４】
  つぎに、前部カバ－（前部防塵カバー）８ａは、図７に示すように、その前縁を穀稈引
起し装置４の上方において横向きに配置されている前記伝動ケ－ス２１の上にある引起し
カバ－２４の上側に重ね合わせて連結固着し、その前縁部分で、左側を変速装置２３を覆
う位置まで横方向に延長し、右側を上記した前後連結フレ－ム２５を覆う位置まで右の方
に延長して設け、更に、穀稈搬送装置６の上方に沿わせて後方へ延長して配置している。
そして、前部カバ－８ａは、その後部を前述の横連結杆２８に連結支持している。
【００１５】
  つぎに、後部カバ－（後部防塵カバー）８ｂは、前端を前部カバ－８ａの後部上方に重
ねて位置させ、後端を脱穀装置３の穀稈供給口２の上方まで延長して設け、上面と横側に
垂れ下がった側壁９から形成して穀稈搬送装置６を上方から覆う構成としている。そして
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、後部カバ－８ｂは、左右の内側に前後方向に沿わせて固着している案内レ－ル３０、３
０’を、前記横連結杆２８から左右両方の外側へ対称状に突出させて軸架しているロ－ラ
３１、３１’に嵌合して支持して設け、更に、後部には回動腕３２を取り付けて前後摺動
自由に支持して構成している。
【００１６】
  そして、案内レ－ル３０、３０’は、側面視において図９に示すように、前部と後部と
を高くして中間部から後部寄りの位置を若干下げた形状に形成すると、後部カバ－８ｂを
、前部カバ－８ａの上面に沿わせて摺動することができる。
【００１７】
  そして、回動腕３２は、基部を支持台１４上の前記前後連結フレ－ム２５の連結部分と
一体的に枢着して上方に延長した基部部材３２ａと、その基部部材３２ａの上部に形成し
た連結部３２ｂを介して着脱自由に連結した上側の支持部材３２ｃとの２部材で構成し、
後部カバ－８ｂを前後に摺動自由に支持している。そして、回動腕３２は、後方で待機す
るとき（後部カバ－８ｂが閉まった位置）の位置と、前方側に回動したとき（後部カバ－
８ｂを前側に移動して開放した位置）の位置とのいずれにおいても、連結部３２ｂが穀稈
供給口２と前記穂先搬送ラグ６ｃを収納している穂先搬送ケ－ス３３の高さ位置よりも高
い位置にある構成としている。
【００１８】
  したがって、後部カバ－８ｂは、空間部分に位置することになり、比較的簡単に着脱す
ることが可能になるものである。
  そして、後部カバ－８ｂは、横連結杆２８に設けている前部クランプ３４と脱穀装置３
側に設けている後部クランプ３４’とに、前記回動腕３２の上部に設けている前係止具３
５と後係止具３５’とを係脱自由に係止して開放位置と閉鎖位置とをロックできる構成と
している。
【００１９】
  そして、後部カバ－８ｂは、図１及び図２に示すように、その後端縁と脱穀装置３の前
端縁との間隙に沿わせて適宜幅のスペ－サ３６を用意して着脱自由に取り付けることによ
って、汎用性を高めることができる。例えば、防塵カバ－８は、３条型用のものを製作し
ておいて、それより大型のコンバイン（４、５条型）に組み付けるとき、間隙をスペ－サ
３６でふさぐことにより可能にし、全体として大幅なコストダウンを図ることができる。
【００２０】
  そして、防塵カバ－８は、図１０に示すノンキャビンタイプのコンバイン用と図１１に
示すキャビンタイプのコンバイン用との２種類を構成している。すなわち、一方（図１０
）の防塵カバ－８は、中央位置に隆起部４０を形成して、その隆起部４０の前部に前照灯
４１を取り付けて前方を照明できる構成として、図３及び図４に示すように、キャビンを
有しないコンバイン専用としている。他方（図１１）のキャビンタイプの防塵カバ－８は
、隆起部４０に相当する隆起形状を無くして平面部４２にして前照灯４１を設けない構成
にして、図５に示すように、キャビン４３を有するコンバイン専用にしている。この場合
は、防塵カバ－８は、キャビン４３の前面上部に前照灯４４が装着されているから、前照
灯４１は不要となる。
【００２１】
  そして、隆起部４０は、図１０に示すように、前進方向の左側に片寄せて設け右側にフ
ラット面４５を形成して、操縦席４６からの前方視界を確保する構成としている。なお、
フラット面４５は、透明素材を使用すると、これを透視して穀稈の搬送状態や前方低部を
確認することができて便利である。
【００２２】
  つぎに、移動通路１０は、図１に示すように、前記前部カバ－８ａの前後方向に沿う側
縁イと前記刈取サイドカバ－７の内側縁ロとの間に間隔を設けて構成して、前記後部カバ
－８ｂの側壁９が自由に通過できるように形成されている。したがって、後部カバ－８ｂ
は、後部の回動腕３２に支持され、更に、案内レ－ル３０、３０’がロ－ラ３１、３１’
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に支持されて案内されながら、前部カバ－８ｂの上側に沿って前方に重なりながら摺動で
きる。なお、４７は把手を示す。
【００２３】
  そして、前述した変速装置２３は、図１２に示すように、中間部をケ－ス４８の表面に
枢着した作動レバ－４９の上部に操作ロット５０を枢着して連結し、下部に図示しないシ
フタ－を連結している。そして、操作ロット５０は、引起しカバ－２４の上方に沿わせ、
前部カバ－８ａの内部を通して右方向に延長し、前後連結フレ－ム２５に設けた支持具５
１に操作自由に支持している。そして、握り部５２は、上記した操作ロット５０の支持位
置から若干外側部を上方に折り曲げて取り付け、操縦席４６から手を伸ばして握り、穀稈
引起し装置４の引起しラグ１９の引起し速度を変速操作できる構成としている。
【００２４】
  つぎにその作用について説明する。
  まず、防塵カバ－８は、後部カバ－８ｂを、図１及び図２の実線で示す位置に閉じた状
態にして、後係止具３５’を後部クランプ３４’に係合してロックし、穀稈搬送装置６を
覆って防塵機能が発揮できるように準備する。そして、エンジンを始動して機体の回転各
部に伝動しながら走行車体１を前進させて作業を開始する。
【００２５】
  すると、圃場の穀稈は、前部の分草杆１７によって下部から分草作用を受けた
後、上方に引起し回動を続けている引起しラグ１９の作用を受けて、倒伏状態から順次直
立状態に引き起こされ、株元部分が掻込装置６ａに達して刈取装置５側に掻き込まれる。
そして、穀稈は、刈取装置５によって刈り取られ、株元が株元搬送チエン６ｂに挾持され
、穂先側が穂先搬送ラグ６ｃに係合されて順次上方に搬送される。そして、穀稈は、扱ぎ
深さ調節チエン６ｄから供給装置６ｅに受け継がれてフィ－ドチエン１２の始端部に受け
継がれて脱穀装置３の穀稈供給口２に供給される。このようにして、脱穀装置に供給され
た穀稈は、株元がフィ－ドチエン１２に挾持されて搬送されながら穂先部が脱穀装置３に
挿入されて脱穀作用を受け、選別された穀粒がグレンタンクに搬送されて貯溜される。
【００２６】
  このような一連の刈取脱穀作業中において、防塵カバ－８は、穀稈引起し装置４の上部
位置から、掻込装置６ａ、その後方の株元搬送チエン６ｂと穂先搬送ラグ６ｃ、更に、そ
の後方位置の扱ぎ深さ調節チエン６ｄと供給装置６ｅを覆っているから、穀稈の搬送作用
にともなって発生した塵埃を直接外部に飛散するのを防止してできるだけ外気を塵埃で汚
さないように防塵しながら作業を行うことが出来る。
【００２７】
  そして、防塵カバ－８は、図１０に示すように、隆起部４０を進行方向の左側に片寄せ
てその右側にフラット面４５を形成しているから、操縦席４６からの前方視界が充分に確
保でき、分草状態や引起し状態を監視しながら作業を行うことができる利点がある。なお
、透明素材を使用してフラット面４５に構成すれば、透視できるから穀稈の搬送状態や前
方低部を確認できてより便利である。
【００２８】
  更に、本発明の実施例は、図１及び図２に示すように、後部カバ－８ｂの後端縁と脱穀
装置３の前端縁との間に、隙間ができたとき（例えば、３条型用のものを製作しておいて
、それを４、５条型に転用して組み付ける等）、適宜幅のスペ－サ３６を用意してつぶす
方策を講じているから、防塵カバ－８の汎用性を高め、大幅なコストダウンを図ることが
できた。そして、防塵カバ－８は、支持する各部材を、別に構成しないで刈取機枠１６を
構成している前後連結フレ－ム２５や横連結杆２８を利用しているから、安価に製作でき
ると共に、強固で安定良く支持され、円滑にスライドできる。
【００２９】
  そして、後部カバ－８ｂは、実施例のように、回動腕３２の連結部３２ｂを穀稈供給口
２と前記穂先搬送ラグ６ｃを収納している穂先搬送ケ－ス３３の高さよりも高い空間部の
ある位置に構成しているから、いずれの位置にあっても、比較的簡単に着脱操作ができる
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特徴がある。そして、後部カバ－８ｂは、前後係止具３５、３５’を有する回動腕３２と
、前後連結フレ－ム２５及びと前部、後部クランプ３４、３４’を有する横連結杆２８と
の関係位置が、刈取前処理装置１３を上下昇降させても変化しないから、不用意にロック
が離脱することがほとんどなく、常に、安全にロック状態を保持できる特徴も併せて有す
る。
【００３０】
  そして、穀稈引起し装置４は、実施例に示すように、操縦席４６から手を伸ばして比較
的簡単に握り部５２を操作して、操作ロット５０、作動レバ－４９から図示しないシフタ
－を介して変速装置２３を、穀稈の倒伏度合いに応じて変速操作して効果的な作業を行う
ことができると共に、操作ロット５０を、引起しカバ－２４の上方に沿わせ、前部カバ－
８ａの内部を通して右方向に延長することにより、下方を通過する穀稈に支障を与えるこ
となく、藁屑等がひっかかることもない実用的効果を有するものとなった。
【００３１】
  更に、防塵カバ－８は、実施例の場合、図７に示すように、前部カバ－８ａの前縁を穀
稈引起し装置４の上方において、横向きに配置されている伝動ケ－ス２１の上にある引起
しカバ－２４の上側に重ね合わせて連結固着し、その前縁部分の左側を変速装置２３を覆
う位置まで横方向に延長し、右側を前後連結フレ－ム２５を覆う位置まで右の方に延長し
て設けているから、意匠上の美観を向上するものでありながら、この位置に配線されるハ
－ネスを被覆することができ雨水等から保護できる特徴を有する。
【００３２】
  つぎに、防塵カバ－８は、一連の穀稈搬送装置６のメンテナンスを行うときには、後部
カバ－８ｂの把手４７を持って、図１及び図２の実線の位置から仮想線で示す前方位置に
移動操作する。すると、後部カバ－８ｂは、回動腕３２が下部を支点として前方側に回動
し、両側にあるロ－ラ３１、３１’によって左右の案内レ－ル３０、３０’が案内されて
回動しながら、脱穀装置３の穀稈供給口２側から順次開放する。そのとき、後部カバ－８
ｂは、左側の側壁９が、前部カバ－８ａの前後方向に沿う側縁イと刈取サイドカバ－７の
内側縁ロとの間に形成している移動通路１０を前方側に通過して円滑に移動して、前部カ
バ－８ａの上側に重合する位置に達して穀稈搬送装置６を開放することが出来る。
【００３３】
  以上のように操作して防塵カバ－８の後部カバ－８ｂを開放すると、穀稈搬送装置６及
びその近傍の清掃やメンテナンスを楽に行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例であって、一部破断した平面図である。
【図２】本発明の実施例であって、作用を示す側面図である。
【図３】本発明の実施例であって、正面図である。
【図４】本発明の実施例であって、側面図である。
【図５】本発明の実施例であって、キャビン付きの側面図である。
【図６】本発明の実施例であって、側面図である。
【図７】本発明の実施例であって、破断した正面図である。
【図８】本発明の実施例であって、切断背面図である。
【図９】本発明の実施例であって、側面図である。
【図１０】本発明の実施例であって、斜面図である。
【図１１】本発明の実施例であって、斜面図である。
【図１２】本発明の実施例であって、破断した正面図である。
【図１３】本発明の実施例であって、断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
  １    走行車体
  ２    穀稈供給口
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  ３    脱穀装置
  ４    穀稈引起し装置
  ５    刈取装置
　６　　穀稈搬送装置
　６ｅ　供給装置
　７   刈取サイドカバー
  ８ａ  前部カバ－（前部防塵カバー）
　８ｂ　後部カバー（後部防塵カバー）
１３    刈取前処理装置
１４    支持台
１５　　刈取主フレーム
１６   刈取機枠
１７   分草杆
１９   引起しラグ
２０   引起し支持フレーム
２１   伝動ケース
２２   伝動支持パイプ
２３   変速装置
２４　　引起しカバー
２５　　前後連結フレーム
２６　　左支持杆
２７　　挟持杆
２８　　横連結杆
４０    隆起部
４１    前照灯
４５    フラット面（面）
４６   操縦席
４９　　作動レバー
５０　　操作ロッド
５１　　支持具
５２　　握り部
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